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「地域医療介護総合確保基金」とは
団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務
環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。
このため、厚生労働省は、平成26年度より消費税増収分を活用した地域医療介護総合確保基金を各都道府県に設置。
これを受けて、各都道府県は、都道府県計画を作成し地域医療構想との整合性を図り、当該計画に基づき事業を実施。

※ 説明図については、厚生労働省ホームページより抜粋。

１－１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

１－２ 地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の変更に関する事業

２ 居宅等における医療の提供に関する事業

３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

４ 医療従事者の確保に関する事業

５ 介護従事者の確保に関する事業

６ 勤務医の働き方改革の支援に関する事業
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地域医療介護総合確保基金の対象事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施。
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用。

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成



■今後の基金運営の課題
✓ 病床機能分化・連携基盤整備事業（区分Ⅰー１）
の執行率の低迷（全国的に残高が多い状況）

✓ 令和６年度以降の都道府県への配分は、未計画額
を原則として活用し、調整（国通知）

⇒より効果的な事業構築が必要

■各圏域の意見を聴取する理由

○現在実施している基金事業について、着実に実績を積み
上げながら、効果的に進めていくことが必要。
○PDCA（改善）サイクルを回しながら、よりよい事業と
するため、「在宅医療懇話会」等において、各圏域から
ご意見をいただきたい。

なお、圏域から意見聴取することにあたっては、大阪府
医療計画や地域医療介護総合確保計画等にも位置づけ

■R７年度国予算（医療分）
〇基金総額909億円のうち、次のとおり充当

区分Ⅰ-１に200億円（22％）

区分Ⅰ- 2に22億円（2.4％）

区分Ⅱ及び区分Ⅲに544億円（59.9％）

区分Ⅳに143億円（15.7%）

【大阪府の基金計画】
R6年度計画 116.8億円 R7年度計画額 97.1億円

■基金の最近の動き（令和２年度以降）
☛ 令和２年度より「勤務医の労働時間短縮に向けた体制の
整備に関する事業（区分Ⅳ）」を追加

☛ ICTを活用した地域医療ネットワークに係る予算執行の

厳格化（R3年10月）

☛ 令和３年度より「地域医療構想の達成に向けた病床数又は

病床の機能の変更に関する事業（区分Ⅰ-２）」を追加

基金の配分額及び意見聴取の理由など

■基金にかかる主なスケジュール

○随時：各関係団体から基金事業の意見聴取・集約

○10月～：R８当初予算要求（政策的経費）提出

事業
区分

概要
R6
計画

R7
計画

Ⅰー１
医療機関の施設・設備の整備
（病床の機能分化）

35.2 35.5 

Ⅰー２ 病床機能再編支援事業 14.0 1.9

Ⅱ 居宅等における医療の提供（在宅医療） 1.4 1.7 

Ⅲ 医療従事者の確保（人材確保） 28.0 24.5 

Ⅳ 医師の働き方改革 38.2 33.5

合計 116.8 97.1



（R2年度）地域医療勤務環境改善体制整備事業 等 （R3年度）障がい児等療育支援事業（医療的ケア児）
（R4年度）口腔機能管理体制確保事業 （R5年度）在宅医療NST連携歯科チーム育成事業
（R6年度）地域で活躍する看護職員等の確保推進事業 等

～その他 新規事業例～ 関係団体等からの提案（検討会議での意見等）及び効果検証により適宜構築・改善

圏域等からの主な意見

✓ 難病患者に対する発災時の対応について、自助、
共助の取組の他に、難病の拠点病院が担いうる
役割も含めて検討が必要。

✓ 災害拠点病院を兼ねている難病の拠点病院が、
発災時に難病患者にだけ特化して対応することは
難しい。

✓ 府が事業化した形で取組を進める必要がある。

✓ 医療・介護関係従事者及び住民へのACPの周知、
認識を高める活動が必要。

✓ 本人の意思を尊重することが今の医療では一番大事
と言われている。
色々な情報を提供して判断していただくことが重要。

✓ 子どもの頃からACPに関わるのも大切。
子どもから伝わることによって親世代がACPをしないと
いけないと感じることもある。

拡

充

✓ 『看護職のためのACP支援マニュアル』を活用し、地域で指導的な役割
を果たす専門人材育成研修を支援（R3・4年度）。
R5年度からは、ACP支援実践人材の育成研修を支援。
R6年度は介護職等も研修対象としている。

✓ また、市町村が実施する住民向けセミナーを支援。

✓ 「人生会議」の普及啓発を図るため、R3年度は府民向けのアニメ
ーション動画、R4年度は啓発漫画冊子、R5年度は事業者向け条例
周知フライヤーを制作。R6年度はより若い世代への認知度向上を
めざし、SNSの動画広告を活用した普及啓発を実施。R7年度は
「人生会議の日」に向けた府民参加型のイベントを実施。

基金事業例

✓ 難病患者に対する災害時の対応について、地域の医療機関や
関係機関を対象とした人材育成の必要性を把握。

✓ このため、 R6年度より発災時に難病患者を支援する体制構築を
目的とした医療機関や地域の関係機関対象の研修を実施。

✓ 研修の実施状況も踏まえたマニュアルを作成し、関係機関での共有
をはかる。

✓ また、R7年度からは、在宅人工呼吸器装着難病患者等の見守り
活動などを行う「難病患者ひなんサポーター」の育成により支援体制
を強化。

人生会議相談対応支援事業

在宅難病患者の支援体制構築事業
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事業１

事業２

意見聴取を活用した基金事業例(PDCA)


